
（１）職員の任免および職員数の状況

①採用の状況（令和2年度） （単位:人）

男 女 計

一般行政職 5 17 22

一般行政職(任期付) 1 6 7

保育士・幼稚園教員 0 2 2

保育士・幼稚園教員(任期付) 0 3 3

保健師 0 2 2

保健師(任期付) 0 1 1

言語聴覚士 1 1 2

土木技術職 1 0 1

建築技術職 1 0 1

機械技術職 1 0 1

消防職 5 0 5

その他教育職 5 1 6

医師 10 3 13

理学療法士 1 0 1

薬剤師 0 1 1

看護師 2 24 26

臨床検査技師 0 1 1

診療放射線技師 0 1 1

合　　計 33 63 96

②退職の状況（令和2年度）

任命権者 会計 定年 早期 死亡 失職 懲戒免職 普通
普　通
(復帰)

計

一般 11 2 1 0 0 13 0 27

水道 1 0 0 0 0 2 0 3

病院 一般 5 5 0 0 0 42 0 52

教育 一般 5 1 0 0 0 8 8 22

消防 一般 1 1 0 0 0 2 0 4

23 9 1 0 0 67 8 108

職種区分
採　用　者　数

（単位：人）

計

市長



③職員数の状況（令和３年４月１日現在） （単位：人）

事務 技術
育児休業
職　　員

地方自治法
による
派遣職員

外国の団体
等への
派遣職員

派遣条例に
よる

派遣職員

長期研修
職　　員

休職者

593 465 141 1 0 0 13 620 47 5 0 1 3 1 563 14 193

615 37 574 0 0 0 0 611 32 0 0 0 0 2 577 3 95

30 9 16 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 2 5

8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 1

174 2 0 161 0 0 0 163 1 2 0 0 1 0 159 1 0

174 36 16 0 29 60 10 151 7 0 0 0 0 1 143 3 60

1,606 565 747 162 29 60 23 1,586 87 7 0 1 4 4 1,483 23 358

うち任期付職員34人含む。

※会計年度任用職員はパートタイム職員を除く。

④部門別職員数の増減とその主な理由（各年４月１日現在）

令和2年 令和3年 増減 令和2年 令和3年 増減

議会 8 8 0 教育 181 168 -13  組織体制変更

総務企画 162 169 7  組織体制変更 消防 163 163 0

税務 47 56 9  組織体制変更 小計 344 331 -13

民生 139 141 2  スタッフ増員 病院 618 611 -7  退職に伴う減員

衛生 76 81 5  スタッフ増員 水道 27 25 -2  退職に伴う減員

労働 2 3 1  組織体制変更 下水道 22 23 1  スタッフ増員

農林水産 19 19 0 その他 47 38 -9  組織体制変更

商工 14 14 0 小計 714 697 -17

土木 68 67 -1  組織体制変更 1,593 1,586 -7

小計 535 558 23

会計年度
任用職員
(定数外)

合計

（単位：人）

指導主事 教員 現業員等 計

定数除外職員

部門 主な増減理由 部門 主な増減理由

一
般
行
政

特
別
行
政

公
営
企
業
等
会
計

計

差　　引
定 数 内
職　　員

再任用
職　 員
(定数外)

市長事務部局

病院事業

水道事業

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

消防

教育委員会

任命権者等 定数

職員

消防吏員



（２）職員の競争試験および選考の状況

①競争試験の状況（令和2年度） （単位：人）

計 男 女 計 男 女

上級一般事務 300 196 104 32 12 20 10.7%

上級土木技術 2 2 0 1 1 0 50.0%

上級建築技術 2 2 0 1 1 0 50.0%

上級機械技術 1 1 0 1 1 0 100.0%

保育士・幼稚園教員 29 1 28 4 0 4 13.8%

初級消防職員 14 14 0 5 5 0 35.7%

障害者対象一般事務 6 5 1 2 1 1 33.3%

言語聴覚士 4 2 2 2 1 1 50.0%

保健師 3 0 3 2 0 2 66.7%

育児休業代替任期付職員
（上級一般事務） 23 8 15 17 4 13 73.9%

育児休業代替任期付職員
（保健師） 1 0 1 1 0 1 100.0%

育児休業代替任期付職員
（保育士・幼稚園教員） 4 0 4 4 0 4 100.0%

薬剤師 2 0 2 2 0 2

臨床検査技師 8 3 5 1 0 1 12.5%

診療放射線技師 7 4 3 1 0 1 14.3%

看護師 44 5 39 28 2 26 63.6%

合　　計 450 243 207 104 28 76 23.1%

②選考の状況（令和2年度） （単位：人）

計 男 女

一般事務 0 0 0

その他の事務職 0 0 0

医療技術 14 11 3

その他の技術職 0 0 0

合　　計 14 11 3

医師13名、理学療法
士1名

試　験  区  分
受　験　者　数 合　格　者　数

合格率

職　種  区  分
採　用　者　数

備　考



（３）職員の給与の状況

①人件費の状況（令和2年度普通会計決算見込）

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

②職員給与費の状況（令和3年度普通会計予算）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

　　　２　給与費は当初予算に計上された額です。

　　　３　対象者は、一般会計に属する職員（会計年度任用職員を除く）です。

③ラスパイレス指数の状況（各年度4月1日現在）

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

④職員の平均給料月額および平均年齢の状況（令和3年4月1日現在）

※国は令和2年4月1日現在

⑤職員の初任給の状況（令和3年4月1日現在）

総合職 総合職

一般職 一般職

高校卒

⑥職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和3年4月1日現在）

大学卒

高校卒

（注）経験年数については、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。

292,500円

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一　般
行政職

264,304円 315,211円 350,578円

‐ ‐

186,700円 207,800円
182,200円 193,900円

150,600円 158,900円 150,600円 158,900円

一　般
行政職

大学卒 182,200円 193,900円

区分

彦根市 国

決定初任給
採用2年経過日

給料月額
決定初任給

採用2年経過日
給料月額

彦根市 305,995円 40歳9月 330,389円 56歳8月

国 327,564円 287,283円43歳2月 50歳9月

区分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

区分 令和2年度 令和元年度

一般行政職 98.5 99.0

931人 3,279,477千円 1,081,248千円 1,369,520千円 5,730,245千円 6,155千円 

職員数 給与費 一人当たり
給与費

（Ｂ／Ａ）（Ａ） 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

112,169人 63,160,897千円 665,979千円 8,160,059千円 12.9% 15.2%

人口
（年度末）

歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ）
人件費率

（Ｂ／Ａ）
元年度

人件費率



⑦一般行政職の級別職員数の状況（令和3年4月1日現在）

（注）１ 彦根市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　２ 標準的な職務の名称とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

⑧職員手当の状況（令和3年4月1日現在）

（支給割合）

6月期

12月期

計

※職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

（基本額の支給率）

※その他加算措置　

　・定年前早期退職特例措置　2～45％加算

　・調整額の加算

最高限度額 47.709月分

　　職員の区分に応じ、最大60月分の調整月額を加算
　　月額21,700円～54,150円

退職手当
勤続25年 28.0395月分

47.709月分

2.55月分 1.90月分 4.45月分

100.0%

彦根市の制度と同じ

勤続35年 39.7575月分

自己都合

勤続20年 19.6695月分

早期・定年

24.586875月分

33.27075月分

47.709月分

区分 彦根市 国

期末 勤勉 計
彦根市の制度と同じ

期末・勤勉手当
1.275月分 0.950月分 2.225月分

1.275月分 0.950月分 2.225月分

参考
１年前の構成比 13.8% 8.0% 7.0% 100.0%

５年前の構成比 15.7% 9.1% 6.5%

職員数 70人 39人 38人 510人

構成比 13.7% 7.6% 7.5% 100.0%

課長補佐 課長
次長

部長

14.8%

区分 ５級 ６級 ７級

計標準的な
職務の名称

参考
１年前の構成比 8.9% 11.2% 33.2% 17.9%

５年前の構成比 8.7% 16.9% 28.3%

職員数 52人 51人 166人 94人

構成比 10.2% 10.0% 32.6% 18.4%

技師 副主査 係長

標準的な
職務の名称

主事 主事 主任 主査

技師

区分 １級 ２級 ３級 ４級



（支給額）

（支給額）

（支給額）

　交通機関利用（最高限度）

　交通用具使用

60km以上 32,400円 31,600円

50km以上55km未満 29,000円 28,000円

55km以上60km未満 30,700円 29,800円

40km以上45km未満 25,600円 24,400円

45km以上50km未満 27,300円 26,200円

30km以上35km未満 20,100円 18,700円

35km以上40km未満 22,900円 21,600円

20km以上25km未満 14,500円 12,900円

25km以上30km未満 17,300円 15,800円

15km以上20km未満 11,700円 10,000円

2km以上5km未満 4,000円 2,000円

 彦根市の制度と同じ
（自動車を除く）5km以上10km未満 6,100円 4,200円

区分 自動車 自転車等

2km未満 － －

（月額）

通勤手当
10km以上15km未満 8,900円 7,100円

住居手当
借家・借間（最高限度） 28,000円

彦根市の制度と同じ
持ち家 0円

彦根市の制度と同じ

（月額）

55,000円

（月額）

子 10,000円

扶養手当

その他 6,500円

（満16歳になる年度から満22歳になる年度末まで） 加算 5,000円



　管理または監督の地位にある職員に支給

　　（一般行政職）

全域

6%

全職員

6%

全職種

18.8%

16

（各年度普通会計決算）

元年度

支給総額 377,928千円

職員1人当たり
平均支給年額

432千円

手当の種類（手当数）

2年度

支給総額 334,924千円

時間外勤務手当
職員1人当たり
平均支給年額

383千円

特殊勤務手当
職員全体に占める
手当支給職員の割合

（令和2年度普通会計決算見込）
支給職員１人当たり

平均支給年額
104,970円

地域手当 支給率

（令和2年度普通会計決算見込） 支給対象職員

国の制度（支給率）

支給対象職員１人
当たり平均支給年額

課長補佐級 52,000円

支給対象地域

区分 支給額（月額）

246,830円

区分

定額制度は同じ

管理職手当

部長級 86,100円

次長級 77,000円  ※管理職の種類等が
 異なるため、金額は
 異なります。

区分 彦根市 国

課長級 63,600円



（４）職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

①一般職員の勤務時間の状況

時間

60分

②一般職員の年次有給休暇の取得状況（令和2年分）

（注）令和2年(2020年)1月1日から令和2年(2020年)12月31日までの全期間を在職した一般職員の状況です。

③特別休暇等の状況(一般職員)

特別休暇 選挙権等行使休暇

証人等による出頭休暇

骨髄提供のための休暇

ボランティア休暇

結婚休暇

産前休暇

産後休暇

育児時間

妻の出産付添休暇

男性職員の育児参加のための休暇

短期介護休暇

忌引休暇

父母の追悼休暇

夏季休暇

現住所の滅失等休暇

災害時等不出勤休暇

退勤途上の危険回避休暇

生理休暇

妊婦の通勤緩和休暇

妊産婦健診等休暇

妊娠障害（つわりに限る。）休暇

取得率

時間休可

5日以内
(2人以上の場合は10日以内)

時間休可

1日～10日 親族関係により異なる

出産日までの
8週間以内

（多胎妊娠は14週以内）

出産日の翌日
から8週間以内

1日2回
各30分以内

3日以内

5日以内 時間休可

時間休可

平均取得日数

種　類

子の看護のための休暇
（中学校就学の始期までの子）

介護時間

介護休暇

13:00

10.7日 27.2%

必要期間

必要期間

5日以内

7日以内

付与日数 備考

病気休暇 必要期間 90日以内

1日につき、2時間を
超えない範囲

連続する3年以内に限る。

5日以内
(2人以上の場合は10日以内)

1週間の
勤務時間

1日の
勤務時間

勤務時間 休憩

開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻

38時間45分 7時間45分 8:30 17:15 12:00

必要期間
最大6月(3回まで分割可)

時間単位可

必要期間

1日を通じて1時間を
超えない範囲

必要期間

7日以内 時間休可

1日以内 父母の死亡後15年以内に限る。

5日以内

7日以内

必要期間

必要期間

6月から10月までの期間
内に限る。



④特別休暇等の状況(会計年度任用職員)

選挙権等行使休暇

証人等による出頭休暇

現住所の滅失等休暇

災害時等不出勤休暇

退勤途上の危険回避休暇

忌引休暇

結婚休暇

夏季休暇

妊産婦健診等休暇

妊婦の通勤緩和休暇

産前休暇

産後休暇

育児時間

短期介護休暇(※1)

介護休暇(※3)

介護時間(※4)

生理休暇

妊産婦健診等休暇

病気休暇(公務上の負傷または疾病)

病気休暇(私傷病)(※2)

骨髄提供のための休暇

※1　勤務日が週3日以上または年121日以上で6月以上継続して勤務している会計年度任用職員に限る。

※2　6月以上の任期が定められているまたは6月以上継続して勤務している会計年度任用職員(勤務日が年47日以下であるものを除く。)に限る。

※3　上記※1の要件を満たし、かつ、①任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上であるもの、②指定期間の指定を

　　希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の

　　もの)が満了することおよびその職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。

※4　上記※1の要件を満たし、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分を超える日があるものに限る。

1日2回
各30分以内

必要期間

必要期間 10日以内

必要期間

年次有給休暇以
外の休暇

(無給の休暇) 1日につき、2時間を
超えない範囲

1日の勤務時間から5時間
45分を除いた時間が2時
間を下回る場合には、そ

の時間数とする。

3日以内
7月から9月までの期間内

に限る。

必要期間

必要期間

種　類

子の看護のための休暇
（中学校就学の始期までの子）(※1)

年次有給休暇以
外の休暇

(有給の休暇)

必要期間

必要期間

連続する5日以内
(週休日を含む。)

付与日数 備考

必要期間
通算93日(3回まで分割

可)
時間単位可

必要期間

必要期間

1日を通じて1時間を
超えない範囲

7日以内

必要期間

5日以内
(2人以上の場合は10日以内)

時間休可

5日以内
(2人以上の場合は10日以内)

時間休可

1日～10日 親族関係により異なる

出産日までの
8週間以内

（多胎妊娠は14週以内）

出産日の翌日
から8週間以内



（５）職員の休業に関する状況（令和2年度）

①自己啓発等休業の取得状況

②育児休業および部分休業の取得状況

男性

女性

合計

③修学部分休業の取得状況

0人

取得者数

令和2年度中に新たに育児休業が取得可能
 となった職員の育児休業取得状況

育児短時間勤務
取得者数

0

0

0144 116

12 7

132

0

12

12

109

部分休業
取得者数

36

0

0

区分
育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

育児
短時間勤務

育児休業
対象者数

育児休業
取得者数

育児休業取得状況

（単位：人）

取得者数

0人

0

54

45

9

81

45



（６）職員の分限および懲戒処分の状況

①分限処分者数（令和2年度）

処分の種類

 勤務実績が良くない場合 0 0 0 0 0 0

 心身の故障の場合 0 0 19 0 19 0

 職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0 0

 条例で定める事由による場合 0 0 0 0 0 0

0 0 19 0 19 0

②懲戒処分者数（令和2年度）

処分の種類

0 0 0 0 0

0 2 1 0 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 0 0 0 2

0 0 0 0 0

2 2 1 0 5

処分事由

合計

合計

 給与・任用に関する不正（給与不正領得、受験採用虚偽行為等）

 一般服務違反関係（職務専念義務違反、職務命令違反等）

 一般非行関係（傷害等刑法違反等）

 収賄等関係（収賄、横領等）

 道路交通法違反

 監督責任

戒告 減給 停職 免職 合計

（単位：人）

失職

処分事由

 職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、
 過員を生じた場合

（単位：人）

降任
a

免職
b

休職
c

降給
d

合計
(a～d)



（７）職員の服務の状況

（単位：人）

区分 内容 違反者数

命令に従う義務
職員は法令に従い、かつ、上司の職務命
令に従わなければならない

4

信用失墜行為の禁止
職員は、職の信用を傷つけ、又は職の不
名誉になるような行為をしてはならない

0

秘密を守る義務
職員は職務上知り得た秘密を漏らしては
ならない。その職を退いた後も同様とす
る。

0

職務に専念する義務
職員は勤務時間中、職務に注意力のすべ
てを用い、職務にのみ専念しなければな
らない。

0

政治行為の制限 職員は政治活動等をしてはならない。 0

争議行為等の禁止 職員はストライキ等をしてはならない。 0

営利企業等従事制限
自ら営利を目的とする私企業を営み、又
は報酬を得ていかなる事業若しくは事務
にも従事してはならない。

0

（８）職員の退職管理の状況

　職員の服務については、地方公務員法第30条において「すべて職員は、全体の奉仕者と
して公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専
念しなければならない」という根本基準が規定されています。また、同法において、法令
等及び上司の職務上の命令に従う義務など下記のとおり、服務上の守るべき義務も規定さ
れており、職員は、服務の根本基準を念頭におきながら、服務上の義務を遵守して、職務
を遂行しています。

　地方公務員法の一部改正（平成28年4月1施行）により、退職管理に関する事項が規定さ
れ、営利企業等に再就職した元職員の現職職員への依頼等が規制されました。
　彦根市では、彦根市職員の退職管理に関する条例を制定し、退職管理の適正化を図り、
住民に対するより一層の信頼の確保を図ります。



（９）職員の研修および人事評価の状況

①研修の状況 （単位：人）

研修区分 受講者数

 一般（階層別）研修 458

 交通研修 116

 人権問題研修 15

 派遣研修（一般研修） 85

   〃　　（専門研修） 4

   〃　　（特別研修） 3

   〃　　（交通研修） 10

　〃　（ＣＳ職場推進会議） 全職員

　〃　（安全運転職場研修） 全職員

②人事評価の状況

「令和２年度彦根市職員人事評価実施要領」参照

 自動車および自転車の交通事故の防止を目的とした職場研修

 ＣＳ(Citizen Satisfaction：市民満足度)を向上させることを目的と
した職場研修

 滋賀県市町村職員研修センター、 全国市町村国際文化研修所等

 滋賀県市町村職員研修センター

 正・副安全運転管理者講習

 滋賀県市町村職員研修センター

研修内容

新規採用職員研修、2年目職員研修、3年目職員研修、ブラザー・シス
ター研修、管理職員研修、CS向上研修、ＯＡスキルアップ研修、任期付
職員研修

 安全運転推進員研修会、安全運転診断教室、安全運転技術向上講習

 人権問題通信講座返信委員



（１０）職員の福祉および利益保護の状況

①職員の健康管理に関する主要事業の実施状況（令和2年度） （単位：人）

区分 受診者数

 定期健康診断 2,035

 特殊健康診断（延べ人数） 238

 大腸検診 506

 胃検診 374

 子宮頚がん検診 210

 乳がん検診 202

 深夜業務に係る健康診断 488

 Ｂ型肝炎抗原・抗体検査（事前） 51

 ワクチン接種（第１回） 14

 ワクチン接種（第２回） 10

 ワクチン接種（第３回） 6

 Ｂ型肝炎抗原・抗体検査（事後） 0

 雇入れ時健康診断 37

 特定保健指導 64

②公務災害の状況（令和2年度）　（単位：件）

加入団体 災害件数

 地方公務員災害補償基金滋賀県支部 17

 新規採用職員

 20歳以上（偶数年齢）の女性で滋賀県市町村職員共済組合員

 深夜業務従事者

 公衆衛生業務従事者

 20歳以上（奇数年齢）の女性で滋賀県市町村職員共済組合員

内容等

 滋賀県市町村職員共済組合員等

 特化物取扱者、放射線業務従事者

 35歳以上の滋賀県市町村職員共済組合員

 35歳以上の滋賀県市町村職員共済組合員



（１１）公平委員会に係る業務の状況

　①勤務条件に関する措置の要求の状況

3

・勤務時間に関すること【平成30年度からの継続案件】

・人員体制等に関すること

・休憩時間確保および年次有給休暇等の休暇取得に関すること

　②不利益処分に関する審査請求の状況

1

・懲戒処分の取り消し（修正）を求めるもの【平成30年度からの継続案件】

令和元年度要求件数

措　　置　　要　　求　　の　　概　　要

令和元年度請求件数

審　　査　　請　　求　　　の　　概　　要



















































































職員互助会の現状について 

１ 彦根市職員互助会とは 

 彦根市職員互助会は、地方公務員法第４２条に基づく福利厚生計画の実施団体として、

条例に基づき職員の相互救済および福祉の増進を図るために組織された団体で、給付事

業および生活資金の貸付などの福利事業を行っています。 

令和３年４月１日現在 彦根市職員互助会  会員数 ９８１人 

           彦根市立病院互助会 会員数 ６５６人 

２ 互助会事業について 

 公務員の福利厚生制度は、民間企業が従業員の勤労意欲を高めるためなどに投資する

法定外福利費（福利厚生のために企業が支出する費用のうち、企業が任意で支出するも

の）と同様の考え方で運営しているものです。 

 地方公務員法第４２条でも、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に

関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と義務付けてい

ます。一方、第４１条では、「職員の福祉および利益の保護は、適切であり、かつ、公

正でなければならない。」との規定があります。 

 事業実施にあたっては、情勢との適合性、民間企業や国・他の地方公共団体との均衡

等を充分に考慮したものであるべきと考えています。また、公費を財源の一つとする以

上は、事業の内容の透明性が充分に確保され、市民の皆様の理解が得られるものでなけ

ればなりません。そのため、平成１８年度において、各事業内容の大幅な見直し、各事

業の財源における「会費（掛金）」と「交付金（公費）」の区分の明確化を実施いたしま

した。財源の区分における基本的な考え方は次のとおりです。 

① 給付事業（個人に還元される事業） 全て会費 

② 事業主の責務と考えられる事業   全て公費 

③ 上記以外の事業          会費と公費１／２ずつ 

 今後も、厳しい財政状況の中で、互助会員および市民の皆様の理解が得られるような

互助会運営に努めてまいります。 

３ 職員互助会の経費 

 職員互助会の経費には、各職員が個々に負担している「会費」、市が公費から負担し

ている「交付金」等の収入で運営されています。 

① 会費  給料総額×2／1000 

② 交付金 予算額を上限として事業ごとに区分した公費の総額 

 会費の負担割合について、平成１８年度は 5／1000 でしたが、事業内容の見直しを行

うごとに引き下げを実施し、平成２３年度からは 3／1000 とし、平成２４年度からは 2

／1000 としました。 



【事業内容】 

○給付事業 

・弔慰金 ・餞別金 

○貸付事業 

・普通貸付 ・次世代育成支援貸付 

○文化事業 

・文化事業展示 ・観劇補助 ・文化クラブ補助・文庫図書購入 

 ○体育事業 

・シティマラソン補助 ・体育クラブ補助 

 ○厚生事業 

  ・退職者連盟彦根支部補助 ・永年勤続表彰 ・各種健康診断 

  ・インフルエンザ予防接種補助 ・人間ドック補助 ・血液オプション検査補助 


